
令和7年度に限り実施

助成事業助成事業 定期接種定期接種
定期接種対象年齢に該当しない66歳以上の
人を対象に、接種費用を補助します

65歳以上の5歳刻みの年齢の人を対象に、
接種費用の一部を市が負担します

歳以上が
対象

65

帯状ほう疹の
ワクチン接種

体に痛みやかゆみを伴う発疹が現れる帯
たいじょう

状ほう疹。令和7年
度から65歳以上の人を対象に、帯状ほう疹やその合併症を予
防するワクチンの接種費用の一部を市が負担します。
■■問 保健福祉課(■■TEL 0848-67-6205)

帯状ほう疹とは
帯状ほう疹は、水ぼうそうと同じ

ウイルスが原因の皮膚疾患です。
水ぼうそうにかかった時に体内に
残ったウイルスが再活性化するこ
とにより、痛みやかゆみを伴う発
疹ができます。

神経に沿って体の左右どちらか
に帯状に発疹が現れ、頭や顔、体の
片側の神経に沿って、ピリピリ･チ
クチクとした痛みを感じます。

接種は任意です。自身の判断や、家族、医師と相談して決めてください。

※年齢以外にも対象になる条件があります。詳しくは左ページへ。

令
和
7
年
度
中
に
定
期
接
種
の

対
象
年
齢
に
な
る

(

上
記
の
表
の
生
年
月
日
に
該
当
す
る)

定期接種
市内の医療機関で
接種を受ける

市から届く封筒と書類を
持って医療機関で接種を
受けてください

助成事業
令和7年度中に
66歳以上になる

助成対象外

いいえ

いいえ

いいえ

はい はい

はい

はいはい

4月から定期接種と市の助成事業が
始まります

4月1日から
定期接種もしくは市の助成事業でワクチンが接種できます

市民税非課税世帯
または生活保護世帯

令和8年3月31日(火)まで
●接種期間

令和8年3月31日(火)まで
●助成対象となる接種期間

接種する医療機関とワクチンを決めて、接種前
に、助成券交付申請をしてください。接種費用
は医療機関に支払ってください。

●助成申請方法

令和7年度定期接種対象者の生年月日

いいえ

市が指定する医療
機関で接種を受ける

年齢 生年月日
100歳以上 大正15年4月1日以前

95歳 昭和 5年4月2日～昭和 6年4月1日
90歳 昭和10年4月2日～昭和11年4月1日
85歳 昭和15年4月2日～昭和16年4月1日
80歳 昭和20年4月2日～昭和21年4月1日
75歳 昭和25年4月2日～昭和26年4月1日
70歳 昭和30年4月2日～昭和31年4月1日
65歳 昭和35年4月2日～昭和36年4月1日

※対象者が助成事業でワクチンを接種しなかった
場合は、定期接種対象年齢になる年度に接種を受
けられます。

市が指定する医
療機関に申し込
んでください。

●予防接種申込先

▲指定医療機関、
　手続き方法など

予防接種実施医
療機関に申し込
んでください。

●予防接種申込先

▲市内の
　実施医療機関、
　手続き方法など

接種後に料金の払い戻しは
ありません。

※生ワクチンは、病気や治療によって免疫が低下し
ている人は接種できません。
※生活保護世帯または市民税非課税世帯の人は、
無料です。
※組換えワクチンを接種する場合は、2回目の接種の接種
を令和8年3月31日(火)までに終えてください。ださい。

種 類
（製品名）

帯状ほう疹の
予防効果 接種回数 接種費用

生ワクチン
(ビケン) 接種後5年：4割程度 1回 2,500円

組換えワクチン
(シングリックス)

接種後 5年：9割程度
接種後10年：7割程度

2カ月間隔で
2回

1回につき
6,500円

　2種類のワクチンからどちらかを選んで接種
できます。ワクチンの種類によって、効果が異
なります。副反応が出る場合もあるので、心配
な人は医療機関で相談してください。

ワクチンの種類と効果 ･接種回数 ･接種費用
定期接種　 助成事業

6565歳以上が対象歳以上が対象65歳以上が対象

対象者には、4月上旬に案内を送付します。！
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ズキ
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ピリ

チク
チク

ズキ
ズキ

ピリ
ピリ

チク
チク

【各手続きで持ってくる物】
マイナンバーカードなど本人が確認できる書類
※代理人が申請する場合は、接種を受ける人の印鑑と
代理人の本人確認書類が必要。

交付申請をする場合
　接種する医療機関とワクチンを決めて、接種前に保健
福祉課または各保健福祉センターで申請してください。
郵送、インターネットでの申請もできます。

市外で接種する人

助成事業で接種する人

定期接種を無料で受ける人

は事前申請してください。

市に住民登録があり、令和7年度中に66歳以
上の年齢になる人(昭和35年4月1日以前生
まれの人)で、帯状ほう疹ワクチン定期接種の
対象ではない人
※これまでに接種したことがある人は対象外。

●助成対象者
市に住民登録があり、接種する意思が確認で
きる次のいずれかに該当する人

❶  令和7年度中に65、70、75、80、
85、90、95、100歳以上になる人
(右ページの表の生年月日に該当
する人)

❷  60歳～64歳で、ヒト免疫不全ウイ
ルスにより免疫機能に重い障害が
ある人（おおむね身体障害者手帳
1級相当）

●令和7年度定期接種対象者

※これまでに接種したことがある人は対象外。
※❶の人が定期接種を受けられるのは令和7年度
限り。
※❷の人、生活保護世帯または市民税非課税世帯の
人、市外で接種する人は接種前に手続きが必要です。

予防接種券の
交付申請を
してください

▲申請
フォーム

助成券の
交付申請を
してください

▲申請
フォーム
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